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「北海道 Society5.0懇談会」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 人口減少や少子高齢化が全国に先駆けて進行する北海道において、人手不足の解消や医療格

差の是正、地域医療の確保、産業競争力の向上、地域の活性化など、ＩＣＴを活用した活力ある地

域社会を創造するため、本道が直面する諸課題を解決・実現する未来社会を「北海道 Society5.0」

と位置づけ、官民が連携した取組を展開していくための構想（「北海道 Society5.0構想」（以下「構

想」という。））を策定するため、北海道 Society5.0懇談会（以下「懇談会」という。）を設置す

る。 

 

（協議事項） 

第２条 懇談会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。 

（１）構想の策定に関すること。 

（２）その他、構想の策定に必要な事項に関すること。 

 

（設置期間） 

第３条 懇談会の設置期間は、設置の日から令和２年(2020年)３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第４条 懇談会はＩＣＴの動向や利活用に関し知見を有する有識者などから、知事が委嘱する。 

２ 懇談会に委員の互選により、座長を置く。 

 

（会議の運営等） 

第５条 懇談会は、座長が招集し運営する。 

２ 懇談会は、必要があると認めた場合、オブザーバー及び委員以外の者を出席させることができる。 

３ 懇談会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置することができる。 

 

（事務局） 

第６条 懇談会の事務局は、北海道総合政策部に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和元年(2019年)１０月７日から施行する。 
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桝 井 文 人 北見工業大学 工学部 地域未来ﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝ工学科 冬季スポーツ科学研究推進ｾﾝﾀｰ長 教授
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小 林 董 和 北海道ニュービジネス協議会 副会長

伊 藤 貴 彦 北海道漁業協同組合連合会 代表理事常務

斉 野 英 俊 ㈱ＪＴＢ北海道事業部 営業第四課長

渡 邉 昌 輝 札幌市まちづくり政策局政策企画部 ICT戦略推進担当部長

黄 瀬 信 之 岩見沢市企画財政部 情報政策推進担当次長

片 山 直 樹 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場長

オブザーバー 本 間 敬 啓 北海道経済連合会 産業振興グループ 部長

寺 澤 重 成 北海道経済同友会 常務理事 事務局長

福 井 邦 幸 北海道商工会議所連合会 政策企画部長

木 下 広 北海道観光振興機構 総務企画本部長

臼 田 昇 総務省 北海道総合通信局 情報通信部長

佐 藤 京 子 農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部長

岡 出 直 人 経済産業省 北海道経済産業局 地域経済部長
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事 務 局 黒 田 敏 之 北海道総合政策部長

２


